
（平成２２年１月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認高知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



高知厚生年金 事案 258 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年７月１日から同年 12 月 30 日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年７月

１日に、資格喪失日に係る記録を同年 12 月 30 日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39年７月１日から 40年７月まで 

私は、昭和 39 年３月２日から、Ｂ社に継続して勤務していたにもかか

わらず、申立期間が厚生年金保険に未加入とされているので、厚生年金保

険加入期間として認めてほしい。 

なお、私は、弟と一緒にＢ社を退社したことを覚えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録において、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日に、同社で厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、かつＡ社で厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる同僚が 25 人確認で

きる上、当時の複数の同僚の供述及び商業登記簿謄本により、申立期間当

時、Ｂ社は、Ａ社に移行していたことが推認できる。 

また、オンライン記録により、昭和 39 年 10月 26 日にＡ社で厚生年金保

険の被保険者資格を喪失していたことが確認できる同僚は、「自分がＡ社

を退社する時、申立人はまだ同社で申立人の弟と一緒に勤務していた。」

旨を供述しており、オンライン記録により、申立人の弟の同社での厚生年

金保険の被保険者資格の喪失日は 39 年 12 月 30 日とされていることが確認

できる上、戸籍の附票によると、申立人は、申立期間のうち、40 年１月８

日に同社が所在するＣ都道府県からＤ都道府県に転出していることが確認

できることから、申立人は、申立期間のうち、39 年７月１日から同年 12

月 30日まで、同社に勤務していたことが推認できる。 

さらに、前述の 25 人の同僚のうち、連絡の取れた複数の同僚は、「Ａ社



は、単にＢ社の看板を掛け替えただけの会社であり、勤務形態及び業務内

容等に変更は無かった。」、「会社名が変更されていたことすら気付かな

いほど、全く変化は無かった。」旨を供述しており、「自分が勤務してい

た会社はＢ社であったと認識しており、社名が変更されていたことには気

付かなかった。」旨を供述している申立人が、Ｂ社で厚生年金保険の被保

険者資格を喪失した昭和 39 年７月１日以降も、Ａ社で厚生年金保険料を控

除されていなかったとは考えにくい。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年７

月１日からから同年 12 月 30 日まで、Ａ社に継続して勤務し、39 年７月か

ら同年 11 月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認めることが相当である。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＢ社における

昭和 39 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は昭和 40 年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いが、当該期間の事業所

別被保険者名簿の健康保険の番号に欠番が無いことから、申立人に係る社

会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考え難い上、仮に、事業主か

ら申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被

保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは考え難いこと

から、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 39 年７月から同年

11 月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 39 年 12 月 30 日から 40 年７月までの期間

における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無等について、同

僚等からの供述は得られない上、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の

資料は無く、ほかに申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 39 年 12 月

30 日から 40 年７月までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。



高知厚生年金 事案 259 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 54 年５月

１日と認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月 30日から同年５月１日まで 

私は、昭和 54 年４月１日から現在に至るまでＡ社に継続して勤務して

いるが、54 年４月 30 日が厚生年金保険に未加入とされているので、厚生

年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 54 年４月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得し、同年４月 30 日に喪失している上、同年

５月１日には同社Ｂ支店において厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

しかし、Ａ社が保管する職員台帳及び雇用保険の加入記録によれば、申立

人は、昭和 54 年４月１日から現在に至るまで継続して同社に勤務しているこ

とが確認できる上、同社は、申立人について、54 年４月１日から同年４月 30

日まで同社Ｃ支店に勤務し、同年５月１日に同社Ｂ支店に異動したことを認

めている。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社から同社Ｂ支店の異動に伴う

厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は、昭和 54年５月１日と認められる。 

なお、厚生年金保険法（昭和 60 年改正前）第 19 条第２項では、「資格取

得した月に資格喪失した場合は、その月を１か月として被保険者期間として

算入する。」と規定されており、オンライン記録において、申立人の申立期

間を含む昭和 54 年４月は、厚生年金保険の被保険者期間として算入されてい

ることが確認できる。 



高知厚生年金 事案 260         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月 27日から 46 年９月末ごろまで 

    私は、昭和 43年８月１日から 46年９月末ごろまで、Ａ社に継続して勤

務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未加入とされてい

るので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間において、Ａ社に継

続して勤務していたことは推認できるが、当該同僚の供述からは、申立人の

勤務期間を特定することはできない。 

また、Ａ社の被保険者原票を見ると、申立人と同様、昭和 45 年７月 27 日

に同社で厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年７月 29 日に健康保険

証を返納した従業員は、申立人のほかに３人確認できるところ、仮に、申立

人の健康保険証が社会保険事務所（当時）に返納されずに使用された場合、

社会保険庁（当時）が、健康保険被保険者として記録されていない申立人に

対し、15 か月という長期間にわたり健康保険の給付を行い続けるとは考え難

い。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立期間当時、申立人が雇用保険

に加入した記録は存在しない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、昭和 45 年６月

13 日から 46 年 11 月１日までの期間について、Ａ社の被保険者原票を確認し

たところ、連番で被保険者の氏名が記載されており、申立人の記載が脱落し

た痕跡
こんせき

は認められない。 

このほか、Ａ社には、申立期間当時の賃金台帳等の資料が無い上、当時の



同僚等からも申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての供述

は得られず、ほかに申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



高知厚生年金 事案 261 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年９月 16日から 51 年９月 16日まで 

    私は、昭和 50 年９月 16 日から 51 年９月 15 日まで、Ａ社に臨時的任用

職員として勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未加

入とされているので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の上部機関であるＢ社が保管し、申立人が提出した履歴書の経歴欄を

見ると、申立人は、昭和 50 年９月 16 日にＡ社に就職し、51 年９月 15 日に

同事業所を任用期限切れにより退職した旨記載されていることが確認できる。 

一方、Ｂ社が提出した在職証明書によると、申立人がＡ社に臨時的任用職

員として勤務していた期間は、申立期間のうち、昭和 50 年９月 16 日から同

年 11 月 15 日までの期間及び 50 年 12 月４日から 51 年９月 15 日までの期間

とされている上、申立人が申立期間において、雇用保険に加入した記録は確

認できず、申立人の勤務期間を特定することができない。 

また、Ｂ社からの回答及びオンライン記録によると、昭和 50 年度及び 51

年度において、Ａ社に臨時的任用職員として勤務を開始したことが確認でき

る同僚 32 人のうち７人は、同事業所での勤務期間は厚生年金保険に未加入

であることが確認できる上、同事業所で厚生年金保険に加入している複数の

同僚の資格取得日と、Ｂ社が回答する雇入れ日を比較すると、雇入れ日後０

か月から 10 か月経過した後に厚生年金保険の被保険者資格を取得している

同僚が散見されることから、申立人は、申立期間において、厚生年金保険に

未加入であったものと考えても不自然ではない。 

さらに、当時の複数の同僚からも、申立期間における申立人の厚生年金保

険の加入及び保険料控除の有無等についての供述は得られず、申立期間を含



む前後の期間について、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

を確認したところ、連番で被保険者の氏名が記載されており、申立人の記載

が脱落した痕跡
こんせき

は認められない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立

内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



高知厚生年金 事案 262 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月ごろから 60年５月ごろまで 

私は、昭和 58 年４月ごろから 60 年５月ごろまで、Ａ社に勤務していた

にもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未加入とされているので、厚

生年金保険加入期間として認めてほしい。 

    なお、私は、Ａ社では砂防堰堤工事の現場代理人として勤務していたこ

とを記憶している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の複数の同僚の供述から、申立人は、申立期間当時、Ａ社が実施して

いた砂防堰堤工事の現場に勤務していたことは推認できるものの、申立人の

同社における勤務期間を特定することはできず、申立期間における申立人の

勤務実態等は確認できない。 

また、当時の複数の同僚は、「砂防堰堤工事の現場代理人は当時の部長で

あり、申立人は、その現場代理人の助手であった。」旨を供述している上、

Ａ社からは、「当時、現場代理人の助手は、当社の正社員では無く、工事期

間中のみ雇用する有期雇用の作業員を充てていた場合もあり、作業員であれ

ば、厚生年金保険には加入させていなかったと思われる。」旨の供述が得ら

れたことから、申立人は、申立期間において、厚生年金保険に未加入であっ

たと考えても不自然ではない。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立期間当時、申立人が雇用保険

に加入した記録は存在しない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期間を含

む前後の期間について、Ａ社の被保険者原票を確認したところ、連番で被保



険者の氏名が記載されており、申立人の記載が脱落した痕跡
こんせき

は認められない。 

このほか、当時の同僚からも、申立期間における申立人の厚生年金保険料

控除の有無等についての供述は得られず、ほかに申立内容を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



高知厚生年金 事案 263 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月から 36年２月まで 

私は、Ａ社に昭和 35 年４月から 36 年２月まで勤務していたにもかかわ

らず、厚生年金保険に未加入とされているので、厚生年金保険加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の複数の同僚の供述から、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、当時の事務担当者であった事業主の妻は、「申立期間当時は、従

業員の出入りが多く、また、当社の作業は、４か月くらいの見習期間が必要

であったにもかかわらず、短期間で辞める者が多かったことから、長く勤め

そうだと判断できるまで、厚生年金保険には加入させなかった。」旨を供述

している上、オンライン記録によると、当時の複数の同僚も、Ａ社への入社

から数か月経過後に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、申立

人と同時期に同社に入社したとされる同僚は、入社から 10 か月経過後の昭和

36 年２月 11 日に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが

確認できる上、申立期間当時、同社での厚生年金保険加入者数は３人から５

人と、申立人及び複数の同僚が供述する、同社の従業員数 10 人程度より少な

いことが確認できることから、申立期間当時、同社では、必ずしも従業員全

員を厚生年金保険に加入させていたとはいえないと考えられる。 

さらに、事業主の妻は、「申立期間当時は、厚生年金保険料に事業主負担

分と被保険者負担分があったことを知らなかったことから、社会保険事務所



（当時）に納付する厚生年金保険料は会社が全額負担しており、従業員の給

与から厚生年金保険料は控除していなかった。」旨を供述している上、Ａ社

において厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる複数

の同僚も、「当時、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

記憶はない。」旨を供述している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立

内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


